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みどりの協定実施要綱別紙 （第３条関係） 

緑 化 基 準 

第１章 共通基準 

１ 開発行為者は、開発行為をしようとする区域面積に対して樹木等でおおわれた土地（以下「緑地」と

いう。）の面積の割合（以下「緑地率」という。）を市街化区域内（市街化調整区域が定められていな

い都市計画区域内で、用途地域を定めている区域を含む。以下、同じ。）では１５％以上、市街化区域

外では２０％以上確保するものとする。ただし、第２章行為別基準に定めのある開発行為にあっては、

この限りでない。 

２ 開発行為者は、緑化に関し法令等の定め若しくは許可等の条件が付されている開発行為については、

当該条件等と前項の基準とを双方充足する内容で緑地を確保するものとする。 

３ 開発行為者は、開発区域の自然環境の保全と緑化を図るため、次の点に留意しなければならない。 

（１）共通留意事項 

ア 現存する自然度の高い植生、弱い自然（斜面、尾根等）及び貴重な単独樹木及び草は、できる限

り保存又は移植し、これらを生かした造成、保護及び植栽計画を立てる。 

イ 土地区画形質の変更に当たっては、地形・地質に順応して行い、切土及び盛土の量を最小限に 

とどめ、表土は保存し緑地などに利用する。 

ウ 開発により生ずる法面は、できる限り緩和した勾配とし、地形・地質に応じた方法及び植栽に適

した種類で樹木植栽、張芝、種子吹き付け等を行う。 

エ 森林を一部伐開する場合は、林縁に保護植栽を行い、残置する森林の保全を図る。 

オ 樹木等の選定に当たっては、多年生の植物に限るものとし、付表に示す地域に自生又は潜在する

種類及び野鳥の食餌樹木の植栽に努める。 

カ 市街化区域外の樹木等の植栽に当たっては、将来高木、低木等が一体となった多層林となるよう

に努める。 

キ 成木の植栽に当たっては、その周囲に苗木を植栽するよう努める。 

ク 苗木による植栽は１㎡あたり１本以上を目安とし、育成後の維持管理を考慮した植栽計画とす

る。 

ケ 開発区域内の主要な道路には、植樹帯を設け、その他の道路にもできる限り街路樹等による緑化

を図る。 

コ 屋上緑化や壁面緑化、太陽光発電パネルの設置等を実施する場合は、近隣の日照の阻害や植栽施

設の転落等、周囲に悪影響を及ぼさないよう努める。また、屋上緑化や壁面緑化の灌水に十分配慮

する。 

（２） 行為別留意事項 

ア 事業所等の建設 

敷地の周辺には、植樹による幅広いしゃ断緑地を造成するように努め、敷地の周辺に森林がある

場合は、これを保全する。 

イ 学校施設の建設 



2

（ア）敷地の周辺及び校舎と屋外運動場との間には、教育環境保全の機能を発揮するよう樹林帯を

効果的に配置する。 

（イ） 屋外運動場は、できる限り芝等により緑化に努める。 

ウ 土石の採取 

（ア） 開発区域の周辺には、隣接地から５m（道路、河川等に面した前山の場合は、１0ｍ）以上

を保全緑地として確保する。 

（イ）法面は、原則として植樹、植草、種子吹き付け等により全面緑化し、小段は植樹により緑化

を図る。この場合、法面が岩石等で樹木等による植栽が不可能な場合は、ツタ等による緑化を

図る。 

第２章 行為別基準 

１ 住宅地の造成 

（１）公共的な緑地（街路樹、既存又は造成緑地、斜面緑地その他これらに類するものを含む。）は、都

市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号）第２５条に規定する公園、緑地又は広場の確保基準で

整備された緑地等に加え、次の基準により上乗せで緑地を確保する。 

ア 市街化区域内 

建 築 物
宅 地 及 び 戸 建 

（分譲を前提とした開発行為を除く） 

中高層共同住宅 

（概ね３階以上） 

規模別開発

区域面積 

ｈa 

以上  未満

1～3 

3～5 5～10 10～20 20～ 1～3 3～5 5～ 

緑  地  率 ２%以上 ３ ４ ５ ６ ６ ９ 12 

イ 市街化区域外 

建 築 物 宅地、戸建及び中高層共同住宅（概ね３階以上） 

規模別開発

区域面積 

ｈa 

以上 未満

1～5 

5～10 10～20 20～50 50～ 

緑 地 率 20％以上 25 30 35 40 

（２）開発行為者は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第４５条第１項に規定する緑地協定を締結

するよう努める。 

２ ゴルフ場の造成（ゴルフ練習場及びゴルフ場に類する施設を除く。） 

開発区域面積の４０％以上を樹林地として確保する。この場合、開発区域の周辺及びコース間におお

むね２０ｍ以上の樹林帯を配置する。 

第３章 緑地の面積の算定方法 

１ 「緑地」における樹木については、「既存樹木」、「植栽樹木」又は「芝等」に区分する。 

２ 「緑地」の面積は、専ら緑化のため土地利用上区画された土地ごとに算定する。 
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  ただし、以下のものについては、他の土地利用がなされる場合であっても緑地の面積として算定でき

ることとする。 

（１）市街化区域内の学校施設における屋外運動場の芝等 

（２）市街化区域内の大規模小売店舗立地法第５条に規定する小売店舗の建設に伴って設置される駐車場

及び駐輪場の表面に植栽される芝等 

３ 既存樹木の場合 

（１）独立している樹木の場合は、緑化のために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、樹

冠の投影面積を「緑地」の面積とする。 

（２）複数の樹木が接しているか又は一団の樹林地を形成している場合は、外側にある各樹木の樹冠を直

線で結んだ線によって囲まれた面積を「緑地」の面積とする。ただし、この場合も、その面積が緑化

のため土地利用上区画された土地の面積を上回る場合には、当該土地利用上区画された土地の面積を

「緑地」の面積とする。 

４ 植栽樹木の場合 

（１）植栽樹木（付表に掲げる樹木又はこれに類するもの）の場合も、既存樹木の場合と同様に、緑化の

ために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、樹冠の投影面積を「緑地」の面積とす

る。 

   なお、植栽樹木の樹冠の投影面積は次の定めにより算定し、「緑地」の面積とする。この場合、 

１０㎡以上の樹冠の投影面積をもつ植栽樹木については、当該樹冠の投影面積を「緑地」の面積とす

る。 

区  分 植栽時の規格 緑地算定の面積 

高  木 

生育したときの樹高が

10m以上の樹木 

樹高 3m以上 

樹高 1.5m以上3m未満 

樹高 0.5m以上1.5未満 

10㎡（半径1.8mの円で囲まれた面積） 

 5㎡（半径1.25mの円で囲まれた面積） 

 3㎡（半径1.0mの円で囲まれた面積） 

中  木 

生育したときの樹高が

５m以上10m未満の樹木

樹高 0.5m以上  3㎡（ 同         上         ） 

苗  木 

高木または中木の苗木

樹高 0.5m未満 

（高木又は中木となるもの

に限る） 

１㎡（半径0.6ｍの円で囲まれた面積） 

低  木 

生育したときの樹高が

５m未満の樹木 

 表面をおおった面積 

（１本あたり0.25㎡を標準とする） 

備考：樹木の区分の目安は、付表による。 

樹種が高木であっても、生垣等のように低く刈り込む場合には、中木または低木の扱いとす

る。 
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（２）樹冠が接して植栽されている場合は、外側にある各樹木の樹冠を直線で結んだ線によって囲まれた

面積を、緑化のために土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で、「緑地」の面積とする。 

（３）街路樹による道路の緑化の場合は、樹冠の投影面積を「緑地」の面積とする。 

   なお、歩行用通路または歩行用広場（オープンスペース等）に配置された独立樹木（ツリーサーク

ル）についても、街路樹と見なすことができる。 

（４）森林法の植栽基準により森林の復元を行う場合は、その全面積を「緑地」の面積とする。 

５ 芝等の場合 

芝等で表面がおおうよう緑化を行う場合は、市街化区域内においてはその土地利用上区画された土地

の面積の５割を、市街化区域外においてはその２割を、「緑地」の面積とする。 

なお、芝等の中に樹木がある場合は、その重複部分を算定できることとするが、この場合も緑化のた

めに土地利用上区画された土地の面積を超えない範囲で「緑地」の面積とすることができる。 

６ 屋上緑化、壁面、太陽光発電パネルを「緑地」の面積に算定できる場合 

市街化区域内において、上記算定方法による地表面における「緑地」の面積の確保が困難であると知

事が認める場合には、以下の基準に従い、建築物の屋上又は壁面等に植栽する面積及び太陽光発電パネ

ル設置面積を合計し、全体の緑地面積の２分の１を超えない範囲で「緑地」の面積に算入することがで

きる。ただし、住宅地を造成する場合を除く。 

ア 屋上等に植栽する場合 

樹木を植栽する植栽基盤面積を緑地の面積とする。また、芝等で表面をおおう場合は、当該植栽

基盤面積の水平投影面積の５割を緑地として算定し、緑地部分が上下に重複する場合は、その重複

部分は除くこととする。なお、植栽基盤にプランターを使用する場合は、その容量は100リットル

以上とする。 

イ 壁面に植栽する場合（図１、２参照） 

植栽しようとする部分（植物が生育するための資材又は植物で覆われている部分）の建築物の壁

面に対する鉛直投影面積（水平面に対して垂直な面に投影した面積）を緑地の面積とする。フェン

ス・塀・よう壁等に植栽する場合も、その緑化施設（緑化補助資材）の鉛直投影面積を緑地の面積

とする。ただし、緑地部分が重複する場合は、その重複部分は除くこととする。 

なお、ツル性植物における植栽基盤の幅と植栽間隔は0.3ｍを目安とする。 

ウ 太陽光発電パネルを屋上・壁面に設置する場合 

太陽光発電パネルを屋上に設置する場合は、その太陽光発電パネルの水平投影面積の５割を緑地

の面積に算入することができる。ただし、緑地部分と上下に重複する場合は、その重複部分は除く

こととする。 

また、壁面に設置する場合は、設置しようとする部分の建築物の壁面に対する鉛直投影面積の５

割を緑地の面積に算入することができる。ただし、緑地部分と重複する場合は、その重複部分は除

くこととする。 



5

図１ 

図２ 


